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第５５回足立区都市計画審議会議事録 

１．日 時 平成２８年１１月２８日（月） 

      午前９時５７分開会 

      午前１１時２２分閉会 

２．場 所 足立区役所 災害対策本部室 

（特別会議室）（中央館８階） 

３．出席委員 

   （１）委員現在数  ２１名 

   （２）出席委員数  １９名 

長塩英治（会長）野沢太三（会長職務代理者） 

根上彰生（委員）松本 昭（委員） 

高山のぶゆき（委員）たがた直昭（委員） 

鴨下 稔（委員）前野和男（委員） 

有馬康二（委員）山﨑 健（委員） 

田中忠穂（委員）川名俊郎（委員） 

岡田英樹（委員）中川美知子（委員） 

髙田一雄（委員）服部幸子（委員） 

廣瀬 均（委員）松本啓太（委員） 

國府田洋明（臨時委員） 

４.出席専門委員 

石川義夫 三橋雄彦 工藤 信 

斑目好一 土田浩己 服部 仁 

５．出席幹事 

犬童 尚 大竹俊樹 八鍬一生 

田中靖夫 成井二三男 

６．出席説明者 無し 

７．事務局等出席者 

宇田川 國井 多和田 中村  

佐藤 北澤 神田 

８．傍聴者 無し 

９．議 事 

（１）審議事項３件 

（２）報告事項２件 

（３）その他 

10．議 題 

第１号議案 東京都市計画地区計画保塚町地区地区

計画の変更（足立区決定）について 

第２号議案 東京都市計画地区計画足立東部地域神

明南地区地区計画の変更（足立区決定）について 

第３号議案 東京都市計画生産緑地地区の変更（足

立区決定）について 

11.報   告  

１） 足立区都市計画マスタープラン改定について 

２） 花畑北部地区のまちづくりについて 

12.議事の経過 

 以下のとおり 

本議事録は、事実と相違ないことを証し、ここに署

名します。 

 

  平成   年   月   日 

 

議事録署名人 

 

会    長 

 

委    員 

 

 

○大竹幹事 皆さん、おはようございます。定刻少

し前ではございますが、皆様お集まりいただきまし

たので始めさせていただきます。 

本日はお忙しい中、第５５回足立区都市計画審議

会にご出席いただきまして、まことにありがとうご

ざいます。 

私、本日、司会を務めさせていただきます都市計

画課長の大竹と申します。どうぞよろしくお願いい

たします。 

最初に、本審議会の情報公開についてご説明させ

ていただきます。 

本審議会は公開を原則としております。このため、

会議記録につきましては、区のホームページで公開

させていただいております。また、会議記録作成の

ために録音をさせていただいております。ご了承を

よろしくお願いいたします。 
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続きまして、新しい委員をここでご紹介させてい

ただきます。前回の審議会より新たに委嘱いたしま

した４名でございます。 

私がお名前をお呼びいたしますので、大変恐れ入

りますが、その場でご起立いただければと思います。

よろしくお願いいたします。 

初めに、公募による区民委員、服部幸子様でござ

います。 

○服部（幸）委員 よろしくお願いいたします。 

○大竹幹事 続きまして、廣瀬均様でございます。 

○廣瀬委員 よろしくお願いします。 

○大竹幹事 続きまして、松本啓太様でございます。 

○松本（啓）委員 よろしくお願いします。 

○大竹幹事 ありがとうございました。 

最後に、足立区工業会連合会副会長の瀬田章弘様

でございますが、本日は所用によりご欠席でござい

ます。 

新しく委員になられた皆様、どうぞよろしくお願

いいたします。 

それでは、ただいまから議案審議を始めさせてい

ただきます。議事の進行につきましては、長塩会長

にお願いいたします。 

○長塩会長 おはようございます。それでは都市計

画審議会の議事を進めてまいります。 

まず初めに、事務局から本日の資料と議案につい

て説明願います。 

○大竹幹事 それでは、皆様に事前にお配りいたし

ました資料と審議議案の確認をさせていただきます。 

 まず、次第をご覧いただければと思います。 

本日の議事でございますが、議案が３件、報告事

項が２件でございます。 

まず議案ですが、第１号議案、「東京都市計画地

区計画保塚町地区地区計画の変更（足立区決定）に

ついて」、第２号議案、「東京都市計画地区計画足

立東部地域神明南地区地区計画の変更（足立区決

定）について」、第３号議案、「東京都市計画生産

緑地地区の変更（足立区決定）について」でござい

ます。 

続いて報告事項ですが、報告事項１、「足立区都

市計画マスタープラン改定について」、報告事項２、

「花畑北部地区のまちづくりについて」でございま

す。 

また、事前に配付している資料でございますが、

次第のほか、委員等の名簿、座席表、「第５５回足

立区都市計画審議会（平成２８年１１月） 議案書

（計画図書）」とある白い表紙の議案書一つづり。 

黄緑色の表紙の「第５５回足立区都市計画審議会

（平成２８年１１月） 議案説明資料」とある議案

説明資料一つづり。 

水色の表紙の「第５５回足立区都市計画審議会

（平成２８年１１月） 報告説明資料」とある報告

説明資料一つづりでございます。 

また、本日席上配付資料といたしまして、座席表

の新しいものをお配りさせていただいておりますの

で、事前にお配りさせていただいたものとの差し替

えをお願いできればと思います。 

以上が本日の資料となっております。不足してい

る資料がございましたら、事務局のほうに、その都

度お知らせいただければと思います。よろしくお願

いいたします。現時点で資料が足らない方がもしい

らっしゃれば、お手を挙げていただければと思いま

す。よろしいでしょうか。 

では、先に進めさせていただきます。 

配付させていただいた資料のほか、参考の資料と

いたしまして、足立区基本計画、足立区都市計画マ

スタープラン、足立区緑の基本計画、足立区都市計

画図Ⅰ及びⅡにつきましては、会場内に用意してご

ざいます。お配りはしてございませんが、もし必要

なものがございましたら、事務局にお知らせいただ

ければと思います。その都度、お届けをさせていた

だければと思います。 

次に、表紙が白色の「議案書」と表紙が黄緑色の

「議案説明資料」の関係についてご説明させていた

だきます。 
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 「議案書」につきましては、都市計画を決定する

際の計画図書になります。この計画図書は様式が定

まっておりまして、詳細な説明が少し難しくなって

おりますので、「議案書」を補足説明するために

「議案説明資料」を作成しております。 

次に、モニター、マイクの使い方についてご案内

いたします。 

 本日の説明は、正面のモニターを利用してご説明

いたしますので、説明の際はモニターをご覧いただ

ければと思います。今回は、同じ画面を左右に２画

面で表示しております。お手元の資料は、正面のモ

ニターが見づらい場合に、ご確認用にご覧いただけ

ればと思います。 

また、皆様のお席のマイクですけれども、ご発言

の際にはスイッチを入れていただきまして、終わり

ましたらスイッチを切っていただきますようにお願

い申し上げます。 

 事務局からは以上でございます。 

○長塩会長 それでは、審議に入る前に、委員の出

席状況を事務局から報告してください。 

○大竹幹事 本日は、定数２１名のところ１９名の

ご出席をいただいております。過半数のご出席をい

ただいておりますので、審議会が有効に成立するこ

とをご報告申し上げます。 

○長塩会長 なお、議事録署名人は、私と野沢委員

さんが務めますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、議案の審議に入ります。 

 第１号議案、「東京都市計画地区計画保塚町地区

地区計画の変更（足立区決定）について」の審議を

行います。八鍬まちづくり課長から説明してくださ

い。 

○八鍬幹事 まちづくり課長の八鍬でございます。 

第１号議案、保塚町地区地区計画の変更について、

ご説明させていただきます。 

最初に、右上に白色と書かれた議案書の表紙をご

覧ください。 

第１号議案、「東京都市計画地区計画保塚町地区

地区計画の変更（足立区決定）について」審議して

いただきます。 

次に、議案書の構成についてご説明します。議案

書の１ページをご覧ください。 

議案名は記載のとおりです。提出者は足立区長、

近藤弥生。 

提案理由といたしましては、東京都市計画地区計

画保塚町地区地区計画を変更するにあたり、都市計

画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項

において準用する同法第１９条第１項の規定に基づ

き、足立区都市計画審議会の議を経る必要があるた

めでございます。 

続いて、２ページが都市計画の案の理由書でござ

います。 

続きまして、３ページ、４ページ、５ページが計

画書となっております。 

続きまして、６ページから７ページが変更の概要

です。 

続いて、８ページが総括図となっております。 

最後に、９ページから１１ページが計画図となっ

ております。 

なお、議案書に載せております総括図及び計画図

は全て縮小版でございます。本来であれば議案書で

説明するところでございますが、内容をよりわかり

やすくした議案説明資料に沿って説明させていただ

きます。 

恐れ入りますが、お手元の右上に黄緑色と書かれ

た議案説明資料の１ページをご覧ください。 

まず、趣旨及び目的でございます。右側の図１を

ご覧ください。太線で囲まれた区域が、保塚町地区

地区計画区域です。西側を南北に国道４号、南側を

東西に環状七号線が走っており、ほぼ区の中央部に

位置しております。 

保塚町地区は、耕地整理により大きな街区が形成

され、小規模住宅開発による市街化が進んでいまし

た。そこで適正な公共施設の整備を図りつつ、計画

的な市街地の形成に向け、平成１５年３月に地区計
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画を策定いたしました。 

まちづくりが進展する中、隣接地区では平成１７

年につくばエクスプレス六町駅が開設され、その後

活発な土地利用が図られています。 

本地区においても、通勤通学の利便性がさらに向

上し、住宅需要が高まる中で、活発な土地利用をよ

り促進し、地区内の東西交通や地区東側の地区幹線

道路への交通ネットワークの向上を図るため、地区

計画の変更を行うものでございます。 

続きまして、議案説明資料の２ページをご覧くだ

さい。 

変更概要でございます。今回の変更は、地区施設

の配置について区画道路１号を廃止し、区画道路５

号を変更及び区画道路１０号を新設することが主な

る変更でございます。 

これにあわせて、地区計画の目標及び方針等に関

する文言を精査いたしました。 

表１、これは計画の変更前と変更後でございます。

地区計画の目標について文言の整理をいたしました。

特に表の中の２行目、「今後将来には、」と表現が

重なっているところを、「今後」のみに変更いたし

ました。 

さらに、区域の整備・開発及び保全に関する方針、

建築物等の整備の方針については、文中、「骨格づ

くりによる四季を感じられ歩いて楽しいまち、ゆと

りある街並みの形成や、宅地内緑地による緑の空間

を図るため」という表記を、「骨格として四季を感

じられる歩いて楽しいまち、ゆとりある街並みの形

成を図り、宅地内緑化による緑の空間を確保するた

め」と、よりわかりやすい表現に変更しました。 

地区整備計画、地区施設の配置及び規模について

は、区画道路１号を廃止し、区画道路５号の幅員と

延長を変更し、区画道路１０号を新設することでご

ざいます。 

こちらにつきましては、議案説明資料の３ページ

の下に示しておりまして、後ほど説明させていただ

きます。 

それでは、３ページをご覧ください。 

建築物等に関する事項です。建築物等の形態又は

色彩その他の意匠の制限について、「建築物の屋根

又は外壁の色彩は、良好な居住環境に相応しい刺激

的な原色は避け周辺の環境と調和したものとする」

という表記を、「建築物の屋根又は外壁の色彩は、

刺激的な原色は避け、良好な居住環境に相応しい周

辺の環境と調和したものにする」と精査しました。 

議案説明資料３ページの図２、図３において、地

区施設の配置の変更について図示しております。左

側の図２が変更前、右側の図３が変更後の状況でご

ざいます。図２に示す点線の区画道路１号を廃止し

ます。見づらいのですが、グレーで示す区画道路５

号を図３のように延長を変更し、新たに黒線で示す

区画道路１０号を新設します。 

続きまして、議案説明資料の４ページをご覧くだ

さい。 

図４は、保塚町地区地区計画の地区施設の計画図

です。区域の右下が変更のある部分です。 

続きまして、議案説明資料の５ページをご覧くだ

さい。 

都市計画手続きの経緯と今後の予定です。６月２

４日にまちづくりニュースを配布し、７月２１日に

都市計画法第１６条に基づく都市計画原案の説明会

を開催しました。都市計画原案の公告・縦覧を７月

２９日から８月１２日まで、意見書の提出期間を７

月２９日から８月１９日まで設けましたが、意見書

の提出はありませんでした。 

次に、東京都協議を行い、９月２３日に東京都知

事より意見なしとの回答を得ました。 

９月３０日から１０月１４日まで、都市計画法第

１７条に基づく都市計画変更案の公告・縦覧・意見

書提出期間を設けましたが、意見書の提出はありま

せんでした。 

本日の第５５回都市計画審議会にてご審議いただ

き、１２月中旬に都市計画決定・告示を予定してお

ります。 
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以上で第１号議案の説明を終わります。ご審議の

ほど、よろしくお願いします。 

○長塩会長 それでは、第１号議案の審議をいたし

ます。発言に当たりましては、その都度、職名もし

くは氏名を名乗られてからお願いいたします。 

本件について、ご意見、ご質問がありましたら、

お願いいたします。中川委員。 

○中川委員 足立区女性団体連合会の中川でござい

ます。よろしくお願いいたします。 

 ２ページの変更概要のところでございます。変更

後のところ、「地区内生活道路を緑の骨格として四

季を感じられる歩いて楽しいまち」、ここのところ

の詳細が、私は理解がひとつしがたいのですが、

「骨格として」というところをご説明願いたいと思

います。建築物等の整備の方針のところです。 

○長塩会長 何を骨格とするかという質問ですか。 

○八鍬幹事 当然、道路整備に伴って沿道の緑化も

行っていますので、そういう中で緑の骨格というこ

とで位置づいているということで考えていますが、

説明になりませんか。 

○長塩会長 中川委員。 

○中川委員 中川です。いまひとつ理解しがたいの

ですが、一般の方がこれでおわかりになるのでしょ

うか。 

○長塩会長 例えば中川委員、どういうふうな表現

が望ましいと思いますか。「緑の骨格づくり」とい

うところなのでしょう。 

○中川委員 「緑の骨格」というのが専門的にどの

ようなことを表現しているのかが、私自身が理解が

できていないのですが。 

○長塩会長 都市建設部長。 

○工藤専門委員 緑の骨格は、道路の街路樹ですと

か公園ですとか、そういった緑を一つの面的なまち

づくりのゾーンにするという意味で、「緑の骨格」

という言葉を実は使っています。これは足立区だけ

ではなくて、ほかの自治体でも使っているところが

あるのですけれども、ちょっと専門的な表現になっ

ています。 

ただ、都市計画審議会の表現として、易しい言葉

もあるのですけれども、できれば「緑の骨格」とい

うことを面的なまちづくりの中で、道路の街路樹で

すとか公園ですとか、そういったものの緑が骨格と

してあるという表現でございます。 

今回変更したのは、骨格づくりというよりも、そ

の緑の骨格を使って感じられるということで、ほと

んど表現的には変わらないのですけれども、できれ

ば「骨格」という言葉は都市計画の表現としては残

したいというところではございます。 

○長塩会長 市街地整備室長。 

○斑目専門委員 表現的に、緑の多い道路を骨格と

したというか、道路なのですよね。道路には街路樹

または民地の生け垣とか、庭先の緑がございますけ

れども、そういう道路の骨格、道の骨格と言えばわ

かりますでしょうか。緑の道の骨格とそういう意味

合いの表現だと思うのですね。 

○長塩会長 都市計画課長 

○大竹幹事 議案書の３ページをご覧いただければ

と思います。 

議案書の３ページに「地区計画の目標」というの

が上から４段目にあるのですけれども、この地区計

画の目標の中で、そもそも耕地整理で道がつくられ

てはいるのですけれども、それを骨格の道路として

ということで、「活発な土地利用が図られる地区で

あり、骨格となる道路網は土地改良や開発によりほ

ぼ完成されている」ということで、まず耕地整理で

骨格となる道路はつくられているという認識でおり

ます。 

その骨格となる道路におきまして、今度は「区域

の整備・開発及び保全に関する方針」の「土地利用

の方針」が中段にありますけれども、住宅地区につ

きましては「接道緑化（宅地内民間緑化）を推進し、

緑と共存する豊かで潤いのある」ということなので、

骨格がつくられている道路に宅地内の接道緑化もす

ることで緑の骨格もつくっていきたいということで
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ございます。 

その骨格をつくっていくために、一番下に「建築

物等の整備の方針」とありますけれども、この中の

３番目に壁面の位置の制限ということがございます。

この壁面の位置の制限というのは、５ページをご覧

いただきますと、基本的に「建築物の外壁又は、こ

れに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置、並

びに道路の境界より０．６メートル以上超えて建築

してはならない」ということで、道路面から６０セ

ンチはあけてくださいという制限をしております。

その６０センチあけたところに、先ほどの方針で示

している宅地内緑化を進めることで、道路の骨格を

そのまま緑化をすることで、緑の骨格にもしていき

たいということで定めているというところでござい

ます。 

○長塩会長 骨格となる道路と言えばわかりやすい。 

○中川委員 説明していただいてわかりました。あ

りがとうございます。 

○長塩会長 よろしいでしょうか。ほかにありませ

んか。髙田委員。 

○髙田委員 まちづくり推進委員の髙田と申します。 

白色の議案書の３ページでございます。下のほう

の「建築物等の整備の方針」というところに、１番

の建築物等の用途の制限から５番目の垣又は柵の構

造の制限というのがございまして、１番から３番、

４番というのは、建築確認申請のときには必ず審査

されることなのですけれども、図面上描かなければ

いけないことなのですけれども、５番目の垣又は柵

の構造の制限というのは、外構部分も今後はこの部

分に関しては申請図面には描き込まなければいけな

いという確認申請書の出し方になるわけでしょうか。 

それが１つと、もう一つあるのですけれども、も

う一つは、今大竹課長さんがご説明になりましたけ

れども、５ページです。「外壁又は、これに代わる

柱の面は、計画図に示す壁面の位置、並びに道路の

境界線より０．６メートル以上とし、その部分を超

えて建築してはならない」、これが住宅地区になり

ますね。その隣に沿道地区１、２があるわけですけ

れども、この沿道地区に関しては０．６メートルと

いう数値が書かれていないのですけれども、この違

いを知りたいのです。その２点でございます。 

○長塩会長 都市計画課長。 

○大竹幹事 今委員ご指摘の、垣又は柵の構造の制

限につきまして、地区計画を策定した後に、その制

限を条例化して、その条例を建築基準関連規定とし

てチェックしているということになりますけれども、

そこにも入っているので、この垣、柵の構造につい

ても確認はしています。 

ただ、上の建築物の形態又は色彩その他の意匠の

制限につきましては、趣旨的なところが多くて、条

例化はされていないというところでございます。な

ので、垣または柵につきましては、制限は一応かけ

ていっているというところでございます。 

それと、議案書の９ページですけれども、９ペー

ジの中で各地区区分を示しておりますが、沿道地区

というのは、補助２５６号線と六町との境にある車

検場通りが沿道地区になっておりまして、ここら辺

は用途も緩くて、なるべく利用を促進したい部分も

ありますので、ここについては特に壁面の位置の制

限はせずに、あんこの部分になっております住宅地

区の中で特に緑化を推進していきたいということで

制限の違いが出てきているというところでございま

す。 

○長塩会長 建築室長。 

○服部（仁）専門委員 建築確認のことですので、

ちょっと補足させていただきます。 

建築確認申請を受け付ける前に地区計画の届け出

を出していただいて、そのときに審査しますが、そ

の時点で、垣を設ける場合、柵を設ける場合は、こ

の規制どおりになります。まだそのときには柵も垣

も設けないということになれば、建物完了検査のと

きに、民間確認検査機関か区の職員がチェックしま

すので、できれば早目に計画段階で決めていただけ

れば指導がしやすいのかなと考えております。 
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○長塩会長 髙田委員。 

○髙田委員 その垣なのですけれども、要するに宅

地内に植えるわけですよね。垣の種類とか、一概に

緑といっても、いろいろな種類があると思うのです

けれども、そこまでは規制しないでよろしいのです

か。 

○長塩会長 建築室長。 

○服部（仁）専門委員 特に種類については規制し

ておりません。 

○髙田委員 ありがとうございます。 

○長塩会長 他にございますか。松本委員。 

○松本（啓）委員 公募区民の松本啓太です。 

議案書の２ページのところで、今回の変更の理由

というところを記載いただいているのですが、こち

らの区画道路を廃止及び延伸ですとか新設すること

で、具体的にどのような効果があるのでしょうか。 

○長塩会長 まちづくり課長。 

○八鍬幹事 今回、変更に至った理由としましては、

もともとの地区計画をつくった当時から、社会状況

とか地区の周辺の状況が変わっていまして、そうい

う中で当初必要としていた道路や想定していた道路

ネットワーク、そういう変化が起きてきたというこ

とで、ちょっと図面を出してもらえますか。今回の

変更のところの。そういう中でネットワークを変え

る必要があったということと、保塚町地区は、六町

が区画整理事業を行っています。そういう中で地区

のポテンシャルが上がっていまして、そういう中で

今回まず変更理由が挙がりました。 

今回の地区計画変更で区画道路１号を廃止し、地

区内から六町駅、または他の地区幹線道路との接続

を強化するために、地区外周部へのつけかえを行う

ことによって、効果があると判断した中で、今回、

道路のつけかえを行っています。 

○長塩会長 都市建設部長。 

○工藤専門委員 ちょっと補足させていただきます。 

 当初、地区計画をかけるときには、周辺のまちづ

くりの状況を鑑みて、ここに道路があったほうがい

いとか、公園があったほうがいいというところで設

定させていただきます。この後、何年もかかってき

ますと、まちの状況が変わってきて、例えば一体開

発でそこは道路が必要がなくなる、あるいはほかの

ところで新しい道路が必要になる。そういうことの

動きがある中で、その時代背景で今回区画道路１号

は道路として整備する必要がなくなり、新たに延長

したところについては、まちづくりの背景から考え

て必要であり今回変更させていただくというもので

ございます。 

○長塩会長 松本委員、よろしいですか。 

○松本（啓）委員 ありがとうございます。 

○長塩会長 他にございますか。服部委員。 

○服部（幸）委員 公募区民の服部です。 

議案書の５ページの「建築物等の形態又は色彩そ

の他の意匠の制限」というところで、２行目に「屋

外広告物は、地区の良好な美観、風致などを考慮し

たものとし、災害時の安全性を確保するため腐朽又

は破損しやすい材料の使用を防止するものとする」

と書いてあるのですけれども、もちろん腐朽または

破損しやすい材料を避けるのもそうなのですけれど

も、点検も重要かなと思いまして、東京都の条例だ

と、５年に１回、屋外広告物の点検をすると義務づ

けられていると思うのですけれども、区としても点

検や推進に関してどう考えているのかと思いまして、

教えていただけたらと思います。 

○長塩会長 都市建設部長。 

○工藤専門委員 ご指摘ありがとうございます。ま

さにそのとおりで、足立区も５年に１回行っていま

して、ローリングして毎年地域分けで５年に１回で

きるように、そのように進めております。 

○服部（幸）委員 わかりました。ここにはあえて

点検のこととかは書かず、材料のことのみ書くとい

うことに関しての理由も教えていただけたらと思い

ます。 

○長塩会長 石川副区長。 

○石川専門委員 この地区計画につきましては、当
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面どういうものを建てていったらいいか、いけない

かという制限でございまして、点検に関しては屋外

広告物を担当する側がそれを満たしていくというこ

とになりますので、それぞれ役割分担をして、この

ことについて守っていく、こういうことになります。 

○長塩会長 服部委員。 

○服部（幸）委員 ありがとうございました。 

○長塩会長 よろしいですか。他にございますか。

根上委員。 

○根上委員 委員の根上です。 

ちょっと私が勘違いしているのかなという気もす

るのですけれども、区画道路の５号と１０号のとこ

ろです。区画道路の５号が１８０メートルが延長１

１０メートルに変更になって、マイナス７０メート

ルとなっていますが、この図３を見ると、交差点か

ら右側の部分、ここがマイナス７０メートルのよう

に見えるのですけれども、区画道路１０号が延長９

０メートルということで、残りの２０メートルが左

側となると、ちょっと違うように思えたものですか

ら、そこのところの確認です。いかがでしょうか。 

○長塩会長 まちづくり課長。 

○八鍬幹事 変更前は区画道路５号がＬ字になって

いまして、今回はここの部分を廃止しまして、これ

を１０号に編入しているということで、その部分が

５号から減っています。 

○根上委員 そうすると、交差点から右側の部分が

マイナスの７０メートルという計算になるようです

が、左側が２０メートルではちょっと合わないと気

になったので質問しました。 

○長塩会長 都市計画課長。 

○大竹幹事 委員のご指摘は、ここが７０メートル

減ったのに、ここが２０メートルしかないのに図が

あわないということをおっしゃっているのですね。 

○根上委員 計算上はそうなりそうですが。 

○大竹幹事 というふうに見えますけれども、少し

変更に当たって距離を精査した関係で、このような

図書になっているとご理解いただければと思います。 

当初の距離が長過ぎたりしていたというようなこ

ともあって、それを改めて位置づけようとすると、

こういう距離になったということで、ご理解いただ

ければと思います。 

○根上委員 わかりました。精査の結果こうなった

ということで、ちょっと今気がついたものですから、

確認のご質問をさせていただきました。 

○長塩会長 よろしいですか。ほかにございますか。 

なければ採決いたします。 

本案につきまして、異議のないものと決定してよ

ろしいでしょうか、 

（「異議なし」の声あり） 

○長塩会長 それでは、第１号議案は異議のないも

のと決定いたします。 

 続きまして、第２号議案、「東京都市計画地区計

画足立東部地域神明南地区地区計画の変更（足立区

決定）について」の審議を行います。八鍬まちづく

り課長から説明願います。 

○八鍬幹事 引き続き八鍬のほうで、第２号議案に

ついてご説明させていただきます。先ほどの第１号

議案と同様に進めさせていただきます。画面のほう

をご覧ください。 

初めに、議案書の構成についてご説明します。議

案書の１３ページをご覧ください。 

第２号議案、「東京都市計画地区計画足立東部地

域神明南地区地区計画の変更（足立区決定）につい

て」、上記の議案を提出します。提出者は、足立区

長、近藤弥生。 

提案理由といたしましては、東京都市計画地区計

画足立東部地域神明南地区地区計画を変更するにあ

たり、都市計画法第２１条第２項において準用する

同法第１９条第１項の規定に基づき、足立区都市計

画審議会の議を経る必要があるためでございます。 

続きまして、１４ページ、画面のほうをご覧くだ

さい。次が都市計画の案の理由書でございます。 

続きまして、１５ページから１８ページ、これが

計画書となっております。 
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続いて、１９ページ、２０ページ、これが変更の

概要でございます。 

続いて、２１ページ、これが総括図になっており

ます。 

最後に、２２ページから２３ページが計画図とな

っております。 

なお、議案書に載せています総括図及び計画図は

全て縮小版でございます。 

続きまして、内容につきましては議案説明資料に

沿って説明させていただきます。 

議案説明資料の７ページをご覧ください。 

まず趣旨及び目的でございます。この右側の図１

をご覧ください。太線で囲まれた地域が、足立東部

地域神明南地区地区計画区域でございます。地区の

東側に葛西用水、そしてさらに東側を区境となる中

川が流れております。地区の西側に隣接し、綾瀬川

が流れております。地区の南を東西に環状七号線が

走っており、区の北東部に位置しております。 

足立東部地域神明南地区は、緑豊かな快適で便利

なまちの形成に向けて、平成１６年６月に地区計画

を策定しました。 

地区の南側の千代田線北綾瀬駅から都心への直通

運転に向けて現在ホームの拡張工事が行われており、

通勤通学のさらなる利便性の向上や住宅需要の高ま

りが期待され、活発な土地の有効利用が図られてい

ます。 

これらを踏まえまして、地区内の交通ネットワー

クの向上と適正な公共施設の整備を図るために、地

区計画の変更を行うものでございます。 

続きまして、８ページでございます。 

変更の概要です。区画道路９号を廃止し、区画道

路１号を変更及び区画道路３７号、３８号、３９号

を新設することが主たる変更でございます。これに

あわせて、地区計画の建築物等の整備の方針に関す

る文言を精査しております。 

表１、これは今説明しました計画の変更前と変更

後を示しております。区域の整備・開発及び保全に

関する方針、建築物等の整備の方針については、こ

の文中の「建築物等の形態又は意匠の制限」を「建

築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限」と文言

を追加しました。 

地区整備計画、地区施設の配置規模につきまして

は、区画道路９号を廃止し、区画道路１号を延長し、

さらに区画道路３７号、３８号、３９号を新設する

ことでございます。 

続きまして、議案説明資料の９ページを説明しま

す。 

地区整備計画における建築物等に関する事項、建

築物の建ぺい率の最高限度について、平成２５年度

に条例名が「足立区細街路整備助成条例」から「足

立区細街路整備条例」に変更になっていますので、

あわせてその部分を変更しております。 

その下の図２、図３は、地区施設である区画道路

の変更について、図で示したものでございます。左

側の図２が変更前、右側の図３が変更後でございま

す。 

まず、図２に示す点線の区画道路９号を廃止しま

す。区画道路１号を図３のように、約２０メートル

から約１１０メートルに延長し、新たに黒線で示す

区画道路３７号、３８号、３９号を、それぞれ新設

します。 

続きまして、議案説明資料の１０ページ、１１ペ

ージ、画面のほうをご覧ください。画面が小さくて

見づらい場合については、お手元の資料をご覧くだ

さい。 

図４につきましては、見開きで足立東部地域神明

南地区地区計画の地区施設の計画図を掲載しており

ます。１１ページ、左側の部分、ここが変更箇所と

なっております。 

続きまして、１２ページでございます。 

都市計画手続きの経緯と今後の予定です。６月２

４日にまちづくりニュースを配布し、７月１４日、

都市計画法第１６条に基づく都市計画原案の説明会

を開催しました。計画原案の公告・縦覧を７月２９
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日から８月１２日まで、意見書の提出期間を７月２

９日から８月１９日まで設けましたが、意見書の提

出はありませんでした。 

次に、東京都協議を行い、９月２３日に東京都知

事より、意見なしとの回答を得ました。 

９月３０日から１０月１４日まで、都市計画法第

１７条に基づく都市計画変更案の公告・縦覧・意見

書の提出期間を設けましたが、意見書の提出はあり

ませんでした。 

本日の第５５回都市計画審議会にてご審議いただ

き、１２月中旬に都市計画決定・告示を予定してい

ます。 

以上で第２号議案の説明を終わります。ご審議の

ほど、よろしくお願いします。 

○長塩会長 それでは、第２号議案の審議をいたし

ます。本件について、ご意見、ご質問がありました

ら、お願いいたします。 

ないようですので、採決いたします。 

本案につきまして異議のないものと決定してよろ

しいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○長塩会長 それでは、第２号議案は異議のないも

のと決定いたします。 

続きまして、第３号議案、「東京都市計画生産緑

地地区の変更について」の審議を行います。大竹都

市計画課長から説明願います。 

○大竹幹事 それでは、第３号議案につきまして、

ご説明させていただきます。前方の画面をご覧いた

だければと思います。あわせまして、お手元の資料

では議案書の２５ページとなります。 

第３号議案、「東京都市計画生産緑地地区の変更

（足立区決定）について」、上記の議案を提出いた

します。平成２８年１１月２８日、提出者は足立区

長、近藤弥生。 

提案の理由でございますが、東京都市計画生産緑

地地区を変更するにあたり、都市計画法第２１条第

２項において準用する同法第１９条第１項の規定に

基づき、足立区都市計画審議会の議を経る必要があ

るため提案するものでございます。 

２６ページでは、都市計画の案の理由書を記載し

ております。 

１、種別・名称は記載のとおりでございます。 

２の理由でございますが、農地は都市に食糧を供

給するとともに、都市の少ない緑として区民に潤い

を与えるだけでなく、都市の大切なオープンスペー

スとして、地震や火災から区民の命を守る貴重なま

ちの資源であり、農地の持つ環境保全や景観といっ

た多面的な機能を、まちづくりの資源として活かし

ていく必要があります。 

このため、足立区基本計画では、周辺住環境と調

和した農業のあるまちづくりを目的といたしまして、

生産緑地地区の指定を行うこととしております。 

このたび、新規指定申請があったため、生産緑地

地区を１件追加いたします。また、買取申し出に伴

う行為制限の解除及び土地区画整理事業の実施によ

る仮換地指定などもあったため、生産緑地の変更及

び削除を行うものでございます。 

２７ページは計画書となっております。 

計画書の内容につきましては、後ほど議案説明資

料にて詳しくご説明をさせていただきます。 

２９ページは新旧対照表を示しております。一番

下の変更概要になりますけれども、今回の変更によ

りまして、２１４件、３３．１９ヘクタールから、

２１２件、３２．６８ヘクタールとなっております。 

続いて、３０ページは総括図、３１ページから３

６ページが、それぞれの計画図という構成になって

ございます。 

それでは、ここからは議案説明資料でご説明させ

ていただきます。また、前方の画面をご覧いただけ

ればと思います。あわせて、お手元の緑色の議案説

明資料では１３ページとなります。 

１、趣旨及び目的でございますが、議案書の提案

理由でご説明いたしましたので、割愛させていただ

きます。 
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２の平成２８年度生産緑地地区の変更についてで

ございます。今回は削除を行う地区が４件、削除の

理由といたしましては、主たる従事者の死亡が３件、

主たる従事者の故障が１件となっております。 

１４ページに移りまして、追加を行う地区が１件、

これは地区番号３０９番が、新規申請による追加で

ございます。また、変更を行う地区が６件、これは

地区番号１６６、２７２、２９６、２９７、２９９

番が土地区画整理事業に伴う変更、地区番号３０８

番は土地分筆の際測量したところ、面積の精査によ

る変更でございます。 

削除となる生産緑地地区４件につきましては、買

取申し出が出されまして、１カ月間区及び都に照会

いたしましたが、買い取りの希望がなく、その後２

カ月間の農業従事者に斡旋するも所有権の移転がな

されなかったため、生産緑地法第１４条に基づく行

為の制限が解除となりました。その結果、生産緑地

地区が全部または一部削除となります、 

１５ページは、変更になる生産緑地地区の位置を

プロットした図となります。黒い点と二重丸で示さ

れている部分が今回の対象の部分となります。 

次に、各地区の変更の詳細をご説明させていただ

きます。 

１６ページは、地区番号１３番を示しております。

右下の凡例のとおり、地区番号１３番、位置は入谷

五丁目。削除の理由は、主たる従事者の死亡でござ

います。 

１３番の地区全部、約２，３７０平方メートルが

削除となります。ページの左側は１３番の写真とな

ります。 

１７ページは、地区番号６３番、皿沼二丁目。削

除の理由は、主たる従事者の死亡でございます。６

３番の地区の一部、約１，２００平方メートルが削

除され、面積は約６７０平方メートルとなります。

右側の半分の黒色部分が削除する部分となります。

ページ右上は６３番の写真となります。 

１８ページは地区番号１５７番、一ツ家三丁目。

削除の理由は、主たる従事者の故障でございます。

１５７番の地区全部、約７５０平方メートルが削除

となります。ページの右側は１５７番の写真となり

ます。 

次に、１９ページは地区番号１９６番、扇二丁目。

削除の理由は、主たる従事者の死亡でございます。

１９６番の地区全部、約６７０平方メートルが削除

となります。ページの左側は１９６番の写真でござ

います。 

次に、２０ページからは土地区画整理事業施行に

よる変更でございます。 

２０ページ、地区番号１６６番及び２１ページの

２７２番、六町一丁目は、本来仮換地指定場所に直

接移転しなければなりませんけれども、事業スケジ

ュール上、長期に農業を中断する期間が生じてしま

うため、継続して営農できるよう、一度公園予定地

に仮移転をし、その後、仮換地指定場所に移る予定

となっております。 

２０ページの１６６番は、面積が約５７０平方メ

ートル減少となりまして、１，９３０平方メートル

から１，３６０平方メートルに変更となります。ペ

ージ右側は１６６番の写真になっております。 

２１ページの２７２番につきましては、面積が約

１０平方メートル増加となりまして、約５１０平方

メートルから５２０平方メートルに変更となります。

ページ右側は２７２番の写真となります。 

次に、２２ページの地区番号２９６番は、仮換地

指定がなされ、面積が約５５０平方メートル減少と

なり、約１，０７０平方メートルから約５２０平方

メートルに変更となります。ページ右側は２９６番

の写真となっております。 

次に、２３ページの地区番号２９７番も、仮換地

指定がなされまして、面積が２６０平方メートル増

加となり、約７３０平方メートルから約９９０平方

メートルに変更となります。ページ右側は２９７番

の写真となります。 

次に、２４ページ、地区番号２９９番も仮換地指
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定がなされまして、面積が約１８０平方メートル増

加となり、約５１０平方メートルから６９０平方メ

ートルに変更となります。ページ右側は２９９番の

写真となっております。 

次に、２５ページ、地区番号３０９番、竹の塚七

丁目は新規指定による追加でございます。新たに約

６３０平方メートルが追加となります。ページ右側

が３０９番の写真となります。農業との調整を図り、

良好な都市環境の形成に資するため指定するもので

ございます。 

２６ページ、３の生産緑地地区面積でございます

が、記載のとおりとなっております。 

次に、４の都市計画手続きの経緯と今後の予定で

すが、前回の報告以降、東京都協議を行いまして、

平成２８年９月２３日に東京都知事より意見なしと

の回答を得ております。 

平成２８年９月３０日から２週間、都市計画の案

の公告・縦覧を行いましたが、意見書の提出はござ

いませんでした。 

本日、ご審議をいただきまして、１２月中旬に都

市計画決定・告示を行う予定でございます。 

以上で第３号議案の説明を終わらせていただきま

す。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○長塩会長 それでは、第３号議案の審議をいたし

ます。本件について、ご意見、ご質問がありました

らお願いいたします。髙田委員。 

○髙田委員 まちづくり推進委員の髙田でございま

す。 

ちょっと教えてほしいのですけれども、議案説明

資料の２２ページと２３ページのここに写真が載っ

ていますね。これは削除する部分なのですけれども、

後ろの樹木も削除ということなのですか。 

○長塩会長 都市計画課長。 

○大竹幹事 ①の写真の手前に一点鎖線が入ってい

まして、画面で言うとここの部分ですけれども、こ

ちらはそうではなくて、手前のちょっと草地みたい

になっているところが対象地になっております。恐

らくこちらに木が生えていて、この部分が対象地で

すということを示させていただいております。 

○髙田委員 そうすると、樹木は残すのですか。 

○大竹幹事 区画整理をやっているので、区画整理

で整地されてしまうとなくなってしまうのかもしれ

ないのですけれども、今回の対象地にはなっていな

くて、区画整理事業でどうなるかというのは今ちょ

っとわからないところなのですけれども、恐らくこ

の状態ですと、これから整地が入ってくるので、な

くなってしまう可能性は高いのかなと思われます。 

○髙田委員 ２３ページもそうですね、じゃあ。２

３ページの一点鎖線の部分は、樹木のほうにも入っ

ているような気がするのだけれども。 

○大竹幹事 ちょっと下のほうの写真で見ていただ

きますと、樹木の奥のほうが対象地になっているの

で、この樹木のところも今回生産緑地には入ってい

ないというところになります。見づらくて申しわけ

ありません。 

○髙田委員 そうですか。土地区画整理にかかって

いるところに住んでいた人たちから、区画整理にな

ってしまうと緑も何もなくなってしまって、この地

区はもうちょっと緑はあるのに残せばいいのにねと

いう話があったものですから、ちょっと今確認して

みました。ありがとうございました。 

○長塩会長 他にございますか。川名委員。 

○川名委員 建築士事務所協会の川名です。 

削除される箇所ですけれども、ちょっと手続的な

話を聞きたいのですが、ここで都市計画決定される

わけですよね、これが決まれば。もう既に工事をや

っているように思うのですが、都市計画決定をされ

る前でも工事は可能なのですか。 

○長塩会長 都市計画課長。 

○大竹幹事 工事は可能になっております。生産緑

地の場合は買取の申し出がありまして、買取の申し

出で手を挙げる方がいらっしゃらなかった場合は、

行為の制限が解除されるというご説明をさせていた

だきましたが、行為制限解除は、つまり農地であり
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続けるという制限を解除するということなので、ほ

かに転用ができるということになります。その手続

を経て行為の制限が解除されたものについて、後追

いの形になりますが、都市計画上も生産緑地を外し

ていくという手続を今回とっているというものでご

ざいます。 

○長塩会長 よろしいですか。 

○川名委員 わかりました。 

○長塩会長 ほかにございますか。なければ採決い

たします。 

本案につきまして異議のないものと決定してよろ

しいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○長塩会長 それでは、第３号議案は異議のないも

のと決定いたします。 

続きまして、報告に移ります。報告事項１、「足

立区都市計画マスタープラン改定について」、大竹

都市計画課長から説明願います。 

○大竹幹事 続きまして、報告事項１、「足立区都

市計画マスタープラン改定について」、ご説明をさ

せていただきます。前方の画面、またお手元の資料

では、表紙が水色の「第５５回足立区都市計画審議

会（平成２８年１１月）報告説明資料」の１ページ

をあわせてご覧いただければと思います。基本的に

は前方の画面でご説明させていただきます。 

まず最初に、１、都市計画マスタープランについ

て、ご説明させていただきます。 

都市計画マスタープランは、こちらの画面にあり

ます右の図にように、今年度改定をされました足立

区基本構想と東京都の都市計画区域の整備、開発及

び保全の方針、いわゆる東京都の都市計画区域マス

タープランを受けた計画の位置づけがありまして、

地区環境整備計画を初めとする各種分野別計画の方

向性を示し、まちづくりに関するさまざまな施策や

事業を決定する際に必要な計画となってございます。 

２ページ目、専門部会についてご説明させていた

だきます。 

都市計画マスタープランの改定にあたりまして、

ユニバーサルデザインのまちづくり条例に基づきま

して、都市計画マスタープラン改定専門部会を設置

してございます。委員の構成は２ページの表のとお

り、前方の表のとおりでございます。今回はこの１

３名で構成する専門部会でご検討いただいた内容に

ついて、ご報告するものでございます。 

３ページ目につきましては、３、改定の視点につ

いてが記載されております。基本構想の実現に向け、

まちづくりの視点から検討いたしまして、上の表の

ような目指すべき姿、主な取り組みの案を作成して

おります。 

足立区基本構想における足立区の将来像である

「協創力でつくる 活力にあふれ 進化し続ける 

ひと・まち 足立」を実現するために、都市計画マ

スタープランの目指すべき姿を、「協創力でつくる 

安全で活力と魅力あふれるまち 足立」とし、また

主な取り組みとして、①安全なまちづくり、②活力

あるまちづくり、③魅力あるまちづくりを進めまし

て、将来にわたって活力ある持続可能なまちへと進

化させていこうとするものでございます。 

この目指すべき姿に基づきまして、（１）災害に

強いまちづくり、（２）交通・交流でつなぐ魅力あ

る拠点づくり、（３）豊かな水と緑に包まれた地球

環境にやさしいまちづくり、（４）誰もが安心して

住むことのできるまちづくり、（５）活力ある産業

の発展に寄与するまちづくりといった５つの柱立て

を検討し、方向性を示していこうとしております。 

４ページは、４、改定内容について記載をしてお

ります。 

左上の（１）都市構造の新たな方針についてです

けれども、基本的な考え方といたしまして、①都市

構造の新たな方針とは、足立区の都市としての重要

な骨組みを示すもので、まちの将来像として複合型

の拠点、目的型の拠点、交通・交流軸を示していき

ます。 

②として、駅周辺などの拠点は土地の高度利用を
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図って、適切な都市機能を更新・集約していきます。

また、地域特性を踏まえて、各拠点の都市機能を誘

導し、都市計画道路や鉄道でつなぐことで拠点間の

連携を図っていきます。 

③として、都市計画道路沿道は高度利用を図って、

都市機能の集約化と複合化を誘導して、延焼遮断機

能を強化していきます。 

このような考え方に基づきまして、下段の「主な

改定内容」に記載した内容の改定を予定していると

ころでございます。 

現在検討している都市構造の新たな方針は５ペー

ジ目にありますが、前方のスクリーンにある右の図

のようになります。左側は現行の図になっておりま

す。左側の現行の図から、右側への改定を考えてい

るというところでございます。 

続きまして、６ページ目は（２）土地利用の形成

と誘導方針について記載してございます。 

こちらも基本的な考え方でございますけれども、

①として、土地利用の形成と誘導方針というものは、

今後予想される人口減少、少子・超高齢化社会に備

えまして、安全で安心して住み続けられ、住みたい

まちとなるように、メリハリのある主要な土地利用

についての形成などの方針を示すものでございます。 

②ですけれども、駅周辺や都市計画道路沿道は土

地の高度利用を図って、商業、業務、文化、子育て、

教育、医療、福祉、宿泊、高齢者をはじめ多様な世

代が居住できる都市型住宅などの都市機能を複合的

に形成していきます。 

③として、都市計画道路で囲まれた住宅地は、交

通・交流アクセスを高め、防災生活圏を形成し、安

全で質の高い市街地へと転換していくとともに、日

常生活に必要な施設の適正配置を進めていきます。

また、環七より北側は低・中層、環七より南側は

中・高層の住宅へと誘導していきます。 

④として、工場や流通業務施設がまとまって集積

する地域は、その機能を維持・保全していきます。 

⑤として、公的賃貸住宅の建替え、大規模敷地の

更新及び再開発の際は、都市基盤整備もあわせて一

体的に整備するとともに、地域に貢献する機能を誘

導していきます。 

このような考えに基づきまして、下段の主な改定

内容に記載した内容の改定を予定しておりまして、

現在検討している土地利用の形成と誘導方針は７ペ

ージに記載してあります。前方の右の図のように考

えてございます。こちらも左側が現行の図で、右側

のように改定できればと考えでございます。 

次に、８ページは、（３）地域・地区分けについ

て記載がございます。 

現在の社会状況を考慮いたしますと、各拠点や交

通・交流ネットワークを計画するに当たりましては、

少し広域的なまちづくりを検討していくことが必要

になってくるかなと考えてございます。 

そのため、区域の大きな骨格軸であります南北を

走る国道４号、東西を走る環状七号線、荒川で区分

いたしまして、５地域区分で今後の土地利用を検討

していければと考えてございます。 

実際のまちづくりのたたき台といたしましては、

より詳細なまちづくりの将来像を示す必要があるた

めに、地域特性ですとか地域コミュニティを考慮い

たしまして、３０の地区分けに区分いたしまして、

今後これを地区環境整備計画として検討していけれ

ばと考えてございます。 

続きまして、９ページでございますが、５、区民

意向の把握についてでございます。 

これまで既往の区民意向調査内容を整理させてい

ただくとともに、ユニバーサルデザインのまちづく

り条例に基づきまして、身近な地域の課題ですとか

問題解決のために研究を行い、まちづくりを推進し

てございます足立区まちづくり推進委員会と連携い

たしまして、意見交換を重ねることで、各地域の区

民意向を整理していきたいと考えてございます。 

最後に、都市計画手続きの経緯と今後の予定につ

いて、ご説明いたします。 

これまで５回の専門部会にて検討を重ねてまいり



 15

ました。皆様のご協力もいただきましてありがとう

ございます。今後も引き続き専門部会にて議論を重

ねまして、平成２９年３月ころに第５６回都市計画

審議会が開催できればと考えてございますが、その

際、改定の答申案をいただければと考えてございま

す。その後、パブリックコメントを実施いたしまし

て、７月ごろの第５７回都市計画審議会にて答申を

いただきまして、９月ごろに都市計画マスタープラ

ンの改定が行えればと考えているところでございま

す。 

以上で報告１の説明を終わらせていただきます。

ありがとうございました。 

○長塩会長 ただいま説明いただきました報告につ

いて、ご意見、ご質問がありましたらお願いいたし

ます。野沢委員。 

○野沢委員 野沢でございます。 

大変結構な計画なのですが、足立区ではこれまで

大分時間も人もかけまして、「美しいまちは安全な

まち」といった運動を展開していただいておるわけ

ですね。この成果が非常に上がってきて、刑法犯認

知件数が減少してきた。これは大変結構なことなの

ですが、その運動の中身をいろいろ拝見しますと、

区民の方々のご協力というか、自発的な運動という

のが大変効果を発揮しているのではないかと思いま

す。 

例えばパトロールを青パトということでやろうと

いって呼びかけたところ、２，０００人もの方が今

協力していただいている。大変結構な話であります

し、それから花を生かすということで、各地区に生

け花が出ておりますが、これも結構ですね。もう一

つは、ＬＥＤの普及に伴いまして、明るいまちがあ

ちこちにできてきていますが、高架下なんかで暗い

ところを明るく照らすということもでき上がってき

ている。それからバリアフリーについて言えば、歩

道と車道との間に段差が残っているところが大分見

受けられるのですが、これをできるだけ解消してい

くように、車椅子やベビーカーが楽に出入りができ

るようにしていく。なすべきことが山のようにある

わけでありますが、余りお金をかけなくてもできる

ことが幾つかあると思いますので、どうかこのプラ

ンの中に、「美しいまちは安全なまち」ということ

で取り組んでおられる危機管理室の皆様方のご努力

が反映できるようにしていただければと思います。 

この「美しいまちは安全なまち」というスローガ

ンは大変結構なスローガンでありまして、足立区が

実績を上げて、こんな本が出ていますね。「これで

いいのか足立区 徹底調査」。これを見ますと、足

立区のイメージというのは非常に昔は悪かった。遅

れている。貧乏である。教育もどうも進んでいない。

こういったことが並んでいるのですが、最近は皆様

の努力で非常によくなってきたというイメージづく

りも進んでおるわけでございますから、そういった

面からしても、この成果をこの計画の中に取り入れ

ていくことができるのではないかな。このキャッチ

フレーズは足立区だけでやっていたのでは十分では

ないと思いますので、先月ですが、２３区の区長会

に「安全安心の国づくり、地域づくり、人づくり」

というテーマで、少し時間をいただきましてご紹介

をして、足立区ではこのようにして安全なまちづく

りを進めてきましたというご報告をさせていただい

たわけでございます。 

そんなわけでございますので、どうかひとつ、こ

のプランの中に、これまでのビューティフル・ウィ

ンドウズ運動の成果も取り入れていただきまして、

これから２３区のみならず、東京都全体が安全安心

なまちであるということが、２０２０年でいらっし

ゃる世界中のお客様にわかるようにしていただきた

い。ぜひそれを期待しているわけであります。 

オリンピックのレガシーが今何が大事かというこ

とでいろいろな議論がありますけれども、競技場を

残すだけではなくて、東京全体が美しいまちだった

なというイメージを持って帰れるように、そして夜

歩いても大丈夫だったと、安心して歩ける東京であ

ったということも大事だと思います。 
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そういう意味で、２０２０年の最大の目標は美し

いまち東京、安全なまち東京、安心できるまち東京

という形で、足立区はその先例をつくっていただけ

ればありがたいと思います。特別なご回答は要りま

せんが、これは区長さんにも申し上げておりますの

で、よろしくお願いします。 

○長塩会長 石川副区長。 

○石川専門委員 いろいろと足立区のビューティフ

ル・ウィンドウズ運動にご評価をいただきまして、

ありがとうございます。基本的に野沢委員さんのご

指摘についてはごもっともでございまして、できれ

ば安心・安全なまちづくり足立ということで、ぜひ

売り出していきたいと思っております。 

特に報告説明資料の１ページでお示しいたしてお

りますが、実はこの基本構想、基本計画でも、当然

その辺の視点を掲げておりまして、やはり安全・安

心なまちづくり、その下に足立区の都市計画マスタ

ープランが位置づけられてございますので、その横

に例えば防災のまちづくりでありますとか、産業振

興のまちづくりでありますとか、地域振興、みんな

今つくっております。それは基本計画に合わせてつ

くっておりますので、ご指摘のあった視点につきま

しては、都市計画マスタープランにもぜひ取り入れ

て、その中に組み込んでいきたいと思っております

ので、ありがとうございます。よろしくお願いいた

します。 

○野沢委員 期待をいたしておりますので。 

○長塩会長 ありがとうございます。他にございま

すか。高山委員。 

○高山委員 委員の高山でございます。 

８ページにあります１３ブロックから５地域区分

にかえるということのメリット、デメリットを教え

ていただきたいなと思っております。足立区は、Ｐ

ＴＡ会長をやっていたとき、私の本木地区は第３ブ

ロックということで、学校関係が第３ブロックの中

に６小学校あってというイメージが定着しているの

ですよね。それが第３ブロックというのが、今度は

どちらのほうでしたか、綾瀬のほうとかいうふうに、

第３ブロックというのはそちらの地区になってしま

うというと、比較的教育委員会なんかの縦割り行政

の中でも、そういうふうに右往左往していって、地

区がわかりづらくなるのではないかなというイメー

ジがするのですけれども、どうして無理やり１３ブ

ロックが今度は５地区になってしまうのか。要する

にどのように発想して、そのように決定しようと思

ったのか。それなら１３ブロックを残していて３０

地区に分けていくという形のほうが私はわかりやす

いような気がするのですけれども、その点をお答え

いただきたいと思います。 

○長塩会長 都市計画課長。 

○大竹幹事 委員のご指摘はごもっともだと思って

おりますが、実はこの１３ブロックにつきましては、

もともと基本構想、基本計画で１３ブロックとして

まちづくりを展開していこうと決まっていた経緯が

ございます。今回のご提案につきましては、あくま

でもまちづくり、都市計画マスタープランに関して

はこの５地域を使っていこうということで、これか

ら区のほうでつくる計画を全て、この５つに分けて

つくっていかなければいけないのかというとそうで

はなくて、まちづくりに関して、都市計画マスター

プランの中では、この５地域でやっていこうという

ことで、まずは位置づけているところでございます。 

先ほどもちょっとご説明させていただきましたが、

人口減少を迎える中で拠点性を高めて、そこに対し

て公共交通ネットワークを構築することで人口減少

に構える都市をつくっていこうと考えたときには、

少し小さな目ではなくて、大きなエリアでそれを考

えていく必要があるだろうということのもとに、都

市計画マスタープランでは５地域に分けて考えてい

こうと、今のところは検討しているところでござい

ます。 

ただ、細かな地域特性ですとかコミュニティの関

係で、この５地域では、細かなまちづくりをこれか

ら進めていくにつきましては、少し大き過ぎるとい



 17

うことがございますので、その点については地域特

性、コミュニティ、町丁目を尊重して３０の地区に、

この細い線が３０地区分けをしている線なのですけ

れども、少し細かな分けもしながら、具体的なまち

づくりは地区環境整備計画という都市計画マスター

プランを受けた詳細な計画でうたっていこうと考え

ているところでございます。 

○長塩会長 よろしいですか。 

○高山委員 はい。 

○長塩会長 他にございますか。 

なければ、続きまして、報告事項２、「花畑北部

地区のまちづくりについて」、八鍬まちづくり課長

から説明願います。 

○八鍬幹事 まちづくり課長の八鍬でございます。

お手元の報告資料の１１ページ、画面のほうを参考

に説明したいと思います。 

趣旨及び目的でございます。花畑北部地区は、足

立区の北東部、埼玉県との都県境に位置していまし

て、平成３年から東京都が花畑北部土地区画整理事

業を行いまして、平成８年に土地区画整理事業の進

捗に合わせまして、地区計画を策定しています。 

東京都は土地区画整理事業の進捗に合わせて、公

共施設の見直しを行っています。 

こうした土地区画整理事業の事業計画と地区計画

の地区整備計画との整合を図り、良好な住環境を形

成するために、今回、地区計画の変更を行うもので

ございます。 

続きまして、お手元の１２ページ、画面のほうを

ご覧ください。 

変更の概要です。①としまして、右の図で示した

太線の２路線、地区施設道路の延長と、１路線の幅

員を変更します。１０４号線については、延長を約

１５０メートルから約１４０メートルに、１６７号

線につきしては延長約２５０メートルから約２４０

メートルに、１７０号線につきましては、当地区計

画区域内における幅員を２メートルから、１．８か

ら２メートルの幅員幅にして、地区外を含めた全幅

６メートルを、５．８メートルから６メートルに変

更します。 

続いて、②としまして、右図の太線で囲まれた地

区施設公園２カ所の面積を変更します。 

まず公園３号、これについて約１，４８０平方メ

ートルを約１，２１０平方メートルに、公園６号は

約１，５４０平方メートルを１，８１０平方メート

ルに変更します。ただし、地区計画区域内の地区施

設公園全体の合計面積には変更ありません。 

③としましては、右図の太線で囲んだ地区施設緑

地１カ所の面積を変更します。緑地２号は約３，２

６０平方メートルを約３，２７０平方メートルに変

更します。 

今回の変更により、当地区周辺の公園や緑地によ

る広域的な緑のネットワーク機能をよりよく維持し

つつ、土地区画整理事業の事業計画との整合を図り、

良好な住環境を形成するものでございます。 

続いて、今後の予定でございます。画面の下のほ

うをご覧ください。 

１１月１７日、東京都にて都市計画原案について

のお知らせを現地のほうに配布しております。１１

月２５日から１２月９日まで、都市計画原案の公

告・縦覧でございます。 

今後の予定としましては、本日、審議会にご報告

し、１月下旬から２月中旬に都市計画案の公告・縦

覧、その後２９年３月ごろに開催予定の足立区都市

計画審議会にて審議していただき、同じく３月ごろ

に都市計画決定・告示を予定しています。 

報告２の説明は以上でございます。ありがとうご

ざいました。 

○長塩会長 ただいま説明いただきました報告につ

いて、ご意見、ご質問がありましたらお願いいたし

ます。 

○松本（昭）委員 委員の松本です。 

簡単な質問で、今、地区施設の公園とか緑地の数

値の変更のご案内がありましたが、最終ですと実質

決まってしまうので、今日あえて質問させていただ
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きますが、その数字が若干増えたり減ったり、特に

公園でございますが、これは事務的な精査によって

変更するものなのか、政策的な考え方とか背景があ

って変更するのか。その背景をちょっとご案内して

もらったほうがいいかなと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

○長塩会長 まちづくり課長。 

○八鍬幹事 現在、東京都のほうで、この地区につ

いては区画整理事業を行っています。今年度末に換

地処分の告示を行う予定の中で、全体を精査した中

で、面積の変更とか道路の変更を今回の地区計画の

中で位置づけております。以上です。 

○松本（昭）委員 わかりました。区画整理に伴う

変更ということですね。わかりました。 

○長塩会長 他にございますか。なければ、これに

て本日の議案審議は終了といたします。 

これより会の進行を事務局にお願いいたします。 

○大竹幹事 長塩会長、議事進行どうもありがとう

ございました。 

 最後に、その他の事務連絡でございます。 

本日、当審議会にお車でご来場いただいた委員の

皆様につきましては、駐車券を配付しておりますの

で、事務局にお申しつけいただければと思います。 

 また、次回、第５６回の足立区都市計画審議会で

ございますが、来年の３月ごろを予定してございま

すが、変更になる場合もございます。事前に委員の

皆様にはご案内申し上げますので、その際にはご出

席賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

最後に、委員の皆様から何かございますでしょう

か。 

特にないようでしたら、第５５回足立区都市計画

審議会を閉会とさせていただきます。本日も熱心な

ご審議を賜りましてありがとうございました。 


